
Eメール ａｋｉｔｅｎｐｏ@syoutengai-shien.com

電 話 03-6228-3061

㈱全国商店街支援センター

空き店舗総合支援パッケージ事業

公募要領

本年度は申請前に実施スケジュールについて

ご相談くださるようお願いいたします。
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0. 空き店舗総合支援パッケージ事業 概要



⚫ 全Step 支援パートナー※がサポート！

⚫ 支援パートナー派遣に伴う費用は無料！

⚫ リモートによる実施も可能！

0-1. 空き店舗、今どうなっていますか？

空き店舗の

現状を確認！ 出店者誘致の

計画書作成！
お試し出店など

イベント実行！

StepⅠ

StepⅡ
StepⅢ

StepⅣ

安心！

※商店街支援に関する知識・スキル・ノウハウや課題発見・解決力等を備えた、支援センターの登録専門家の名称です。

活用候補物件を

調査！

まだまだ私たち
できるはず！



ワークショップ

フィールドワーク

StepⅠ

ワークショップ

調 査

StepⅡ

StepⅢ

企画の具体化

実施計画書

StepⅣ

計画の実行

委託費精算

0-2. ４つのステップで進みます

企画提案書

審
査
会→

採
択→

委
託
契
約
締
結

「空き店舗って今どうなってる？

立地や中身は? 貸出はできそう？

空き店舗物件のどんなことを調査する？

出店者誘致につながる企画をまとめよう

告知や役割分担は？ 費用は？

計画の詳細や概算経費をまとめよう

計画通り進んでいる？



0-3. みなさまの声

この研修の理解度は

どの程度でしたか？

この研修は商店街・お店に

役立つと思いますか？

理解 お役立ち

《研修参加者の感想》

研修結果にご満足いただいています！

よく理解できた

61.1%

ある程度理解できた

36.1%

その他

2.8%

非常に役立つ

54.3%

ある程度役立つ

37.1%

その他

8.6%

⚫ 当初は「本当に空き店舗対策なんてできるの？」って思って

ましたが、少しずつ具体的にみえてきてワクワクしています。

⚫ 講師が経験豊富であり、事例なども知ることができるので、

毎回興味深く話を聞かせて頂いています。

新規出店

⇒ 平均 5.8店舗

空き店舗見学ツアー参加者

⇒ 平均 1９.２名

（令和３年度実績）



1. StepⅠ～StepⅣ 概要



1-1.《StepⅠ》空き店舗の現状を確認！

本事業の概要、StepⅠからStepⅣで行うことを確認します。

空き店舗の基礎知識を学びながら、ワークショップやフィールドワークを実施します。

３回以内 ＋オプション１回 （各回２時間）

・商店街の現状や理想像を改めて整理

・取り組むべき課題の共有 など （１回）

・空き店舗の現状や取組みについて学ぶ

・フィールドワークで空き店舗を確認

現状

確認

オプション

（追加派遣）



活用できそうな物件について調査を実施します。

調査結果をもとに、空き店舗の活用方法をさらに具体化していきます。

1-2.《StepⅡ》活用候補物件について調査！

３回以内 ＋オプション３回以内 （各回２時間）

企画
提案書

・空き店舗に関する新たな検討や調査

・貸店舗化の検討 など （3回以内）

オプション

（追加派遣）

空き店舗の状況を調査します

企画提案をとりまとめます調査

調査方法や手順については、支援パートナーがていねいにアドバイスします

StepⅢへ



StepⅢからStepⅣにお進みいただくには、StepⅢで作成した「実施計画書」の

ご提出と、支援センターが実施する審査会で採択される必要があります。

1-3.《StepⅢ》出店者誘致につながる計画書を作成！

StepⅡで作成した「企画提案書」をもとに、イベントや情報発信など、

出店者誘致につながる具体的内容を話し合い、「実施計画書」を作成します。

・企画提案書の具体化

・スケジュール、役割分担の検討

・必要な作成物、経費の具体化など

実施計画書

作成

StepⅣへ申請

実施
計画書

StepⅢ、Ⅳ ： 支援パートナーを計１１日（最大２２回）



1-4.《StepⅣ》お試し出店などのイベントを実行！

・計画の実行と進捗確認

・委託費精算に係る事務手続き
実行

「実施計画書」の採択、支援センターと委託契約締結を経て、

イベントや情報発信などを実行していただきます。

StepⅢ、Ⅳ ： 支援パートナーを計１１日（最大２２回）

実施計画書に

もとづいて実行！



≪ StepⅠ≫

⚫ オプション（追加派遣）は、原則として商店街が過去に作成したビジョン（商店

街の現状やめざす姿を含む）について改めて確認する必要がある場合に実施

します。原則として、StepⅠのカリキュラムの必要な時期に追加することが

できます。

⚫ 研修の進捗状況により回数を短縮することが可能です。（詳細はお問合せく

ださい）

1-5. 留意事項

≪ StepⅡ≫

⚫ オプション（追加派遣）は、原則として、分析結果報告書（もしくは同等のもの）

があり、さらに新たな検討や調査が必要な場合に実施可能です。

⚫ 研修の進捗状況により回数を短縮することが可能です。（詳細はお問合せく

ださい）

⚫ 空き店舗への出店者誘致を目指す場合は、企画提案書を作成して、StepⅢ

へ進みます。

≪ StepⅢ・Ⅳ≫

⚫ StepⅢ、Ⅳでは、支援パートナーを計１１日（最大２２回）まで派遣することが

できます。

⚫ １回の実施時間は、５～７時間（１日）、または３～４時間（半日）です。

⚫ 詳細は「StepⅢ､Ⅳにおける支援パートナーの派遣について」をご覧ください。

⚫ StepⅣにおいて発生する経費については、77万円(税込）を上限として、ま

た、必要に応じて別途、新型コロナウイルス感染症対策にかかる費用について

原則２万２千円（税込）を上限として、支援センターが負担します。

⚫ 研修の内容やネット環境によっては、リモート研修も実施可能です。（詳細は

お問合せください）



（1）支援パートナーが赴いて支援の場合

１回につき1日（５～７時間）、または半日※（３～４時間）

※１日を半日として２回（原則として連続する日程にわけて

実施することが可能です

（２）リモート（オンライン）での支援の場合

１回２時間（半日※換算となります）

※連続する日程でなくても構いません

（３）支援パートナー派遣の 内容・回数・時間

StepⅢ、Ⅳの派遣回数の配分は、１１日のなかで状況に合わせて

設定可能です。

例） 合計８日（9回）の場合

1-6. StepⅢ＆Ⅳにおける支援パートナーの派遣について

⚫ 支援パートナーは、StepⅢでは実施計画書の作成、 StepⅣではイベ

ント実行についてのアドバイスや、成果報告書の作成などを行います。

⚫ StepⅢ、Ⅳでは、支援パートナーを計１１日（最大２２回）まで派遣する

ことができます。

⚫ １回の実施時間は、５～７時間（１日）、または３～４時間（半日）です。

⚫ リモートでの実施も可能です。（１回２時間で半日換算となります）

⚫ １日でも半日でも回数は１回としてカウントします。

例） １日×１１回＝１１日 ・半日×２２回＝１１日

StepⅢ（1.5日/2回）

１回目 ２回目

（１日）

企画の具体化

（0.5日）

実施計画書作成

StepⅣ（6.5日/7回）

3回目 4回目 5回目 ６回目

（１日）

作成物・広報物の

進捗確認

（0.5日）

作成物・広報物の

進捗確認

（１日）

イベント運営の

段取り確認

（１日）

イベント前の

最終確認

７回目 ８回目 9回目

（１日）

イベント実行

（１日）

イベント結果の

検証・分析

（１日）

成果報告会



2. 応募と採択

本年度は申請前に予め実施スケジュールについて

ご相談くださるようお願いいたします。



2-1.《まずは！》StepⅠへ申し込もう

（1）応募方法

⚫ 審査結果のご案内まで一定期間を要しますので、初回研修実施希望月の

前月１５日ぐらいまでに支援センターに支援申請書をご提出ください。初

回研修実施日は、ご希望に沿えない場合ございますので予めご了承くだ

さい。

⚫ 次の書類を支援センターにご提出提出してください。商工会議所、商工会

等の公的支援機関の場合、③④⑤のご提出は必要ありません。

①支援申請書（様式第1）

②ビジョンがわかるもの

③直近の決算書（1期分） ※事業に使用している総額がわかるもの

④直近の事業報告書（1期分）

⑤組合員名簿

⑥商店街街区がわかる地図

⑦その他参考になる書類

（２）募集期間

令和5年9月末まで随時

期間内であっても、受付けを終了する場合がありますのでご了承ください。

（３）応募要件

原則として以下要件を満たしていることが前提となります。

⚫ 商店街が自ら空き店舗の対策に乗り出し、その活用や出店促進に取組も

うと考えている以下の商店街等が対象です。

⚫ 規約等により代表者の定めがあり、年度ごとに事業および収支の計画・

報告を行っている商店街等が対象です。

⚫ 立案した企画を今期または翌期に実行することが前提となります。

⚫ 一定の参加人数が見込まれない等、本事業を最後まで実行できる体制で

ないと支援センターが判断した場合、派遣を中止することがあります。

スケジュールや商店街の状況などについて、

お申込み前に支援センターへご相談ください。

商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合

協同組合連合会、任意の商店街組織、商工会議所、商工会

商店街あるいは商店街の構成員が出資・設立した民間企業等



（４）審査結果のご案内

申請書類について支援センターにおいて審査会を行い、審査結果に基づき

通知をお送りします。なお、支援パートナー等決定の過程において、必要に

応じて支援センターよりご連絡を差し上げる場合があります。

（５）研修に係る費用負担等

⚫ 支援パートナーの謝金および旅費交通費の支払いは支援センターが規程

に基づいて直接行いますので、商店街の費用負担はありません。

⚫ 研修会場・備品等にかかる費用、調査の実施や集計に係る費用等につい

ては商店街の負担となります。

（６）支援パートナーの派遣

原則として令和5年12月１０日までです。

（７）留意事項

⚫ 応募に際して書類不備や添付書類不足があった場合、受け付けられない

ことがあります。

⚫ トータルプラン作成支援事業（ビジョンづくり）の受講、または同事業で作

成する成果物（ビジョンチャート）と同等の「ビジョンがわかるもの」の提出

が必要です。

⚫ 原則としてStepⅠの受講は必須とします。

⚫ 作成した企画提案を実行するには、実施計画書にまとめた上で、実行審

査に応募し採択される必要があります。

⚫ StepⅣの審査から実行までには、相応の時間が（最短でも2ヶ月程度）か

かることが予想されますので、時間に余裕をもってご応募ください。

⚫ 採択された場合であっても、実施計画書に記載した経費がそのまま実行

に係る委託経費の金額とはなりません。

⚫ 作成した実施計画書を用いて、同一年度または翌年度のいずれか1回の

み実行審査に応募することが可能です。

⚫ StepⅣについて、同年度内の同一の支援機関または商店街等に対する

採択は、原則として1回までです。

2-1.《まずは！》StepⅠへ申し込もう



⚫ 支援や委託の内容等について、翌年度変更することがあります。また、翌

年度の本事業の 実施を確約するものではありません。

⚫ 空き店舗総合支援パッケージ事業の研修実施にあたっては、商店街の皆

様で、商店街の現状や課題が話し合われており、空き店舗問題に取り組む

ことが商店街の総意として明確になっていることが前提となります。

⚫ 本事業へ申請いただく際は、商店街の「ビジョンがわかるもの」をご提出

いただきます。

⚫ 支援援センターのトータルプラン作成支援事業を実施している場合は、そ

の際に作成した「ビジョンチャート」をご提出ください。

2-1.《まずは！》StepⅠへ申し込もう

⚫ 「ビジョンがわかるもの」をご提出いただいている場合でも、以下の場合

は本事業実施前に、トータルプラン作成支援事業（ビジョンづくり）の実施、

または、 StepⅠ実施前にオプションカリキュラムの実施をご案内する場

合があります。

▵商店街のビジョンが示す方向性と本事業の目的が一致していない等の場合

▵空き店舗対策に取り組む主要メンバーの人数が少ない場合

▵商店街としてビジョンづくりは既に行っているが、作成から時間が経過して

いる等により、商店街の現状などの再確認や振返りが、別途であると支援セ

ンターが判断した場合

▵過去に支援センター事業の活用が無い場合

▵その他、支援センターが必要と判断した場合

≪提出先および問い合わせ先≫

株式会社全国商店街支援センター 空き店舗総合支援パッケージ事業 公募要領等は、下記ホームページからダウンロードすることができます。

Eメール ａｋｉｔｅｎｐｏ@syoutengai-shien.com https://www.syoutengai-shien.com/support/akitenpo/

郵 送 〒104-0043 東京都中央区湊1-6-11 ACN八丁堀ビル4階

電 話 03-6228-3061 FAX 03-6228-3062



2-2.《そして！》StepⅡ、Ⅲへ進もう

本事業は、StepⅠからスタートしていただきます。StepⅡ、StepⅢに進む

ためには、各Step最終段階で支援センターが進捗を確認した上で、次の

Stepにお進みいただきます。

◎StepⅠ→StepⅡ

StepⅠでの進捗、また、ご提出いただく各種報告書を支援センター

が確認の上、StepⅡへお進みいただきます。

◎StepⅡ→StepⅢ

StepⅡでは、空き店舗物件について調査、集計、分析が滞りなく

行われ、分析結果にもとづいて、出店者誘致につながる「企画提案書」

を支援センターにご提出いただき、支援センターが認めた場合、

StepⅢに進むことができます。

StepⅢからStepⅣにお進みいただくには、StepⅢで作成した

「実施計画書」のご提出と、支援センターが実施する審査会で採択

される必要があります。

採択後、委託契約の締結により、StepⅣを開始することができます。

◎StepⅢ→StepⅣ



（1）応募方法

⚫ 審査結果のご案内まで一定期間を要しますので、初回研修実施希望月

の前月１５日ぐらいまでに支援センターに支援申請書ご提出ください。

初回研修実施日は、ご希望に沿えない場合ございますので予めご了承

ください。

⚫ 次の書類を各1部、提出期限までに支援センターにメールまたは郵送に

より提出してください。ただし、③～⑦についてはStepⅠ応募書類と変

更がある場合にご提出ください。商工会議所、商工会等の公的支援機関

の場合、③④⑤のご提出は必要ありません。

①実行申請書（様式第15）

②実施計画書（様式第15-2）

③直近の決算書（1期分） ※年間の事業に使用している総額がわかるもの

商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合

協同組合連合会、任意の商店街組織、商工会議所、商工会

商店街あるいは商店街の構成員が出資・設立した民間企業等

④直近の事業報告書（1期分）

⑤組合員名簿

⑥商店街街区がわかる地図

⑦その他参考になる書類：パンフレット等（任意）

（２）募集期間

令和5年9月末まで随時

期間内であっても、受付けを終了する場合がありますのでご了承ください。

（３）応募要件

原則として、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

⚫ 商店街が自ら空き店舗の対策に乗り出し、その活用や出店促進に取組

もうと考えている以下の商店街等が対象です。

StepⅢからStepⅣにお進みいただくには、StepⅢで作成した

「実施計画書」のご提出と、支援センターが実施する審査会で採択

される必要があります。

採択後、委託契約の締結により、StepⅣを開始することができます。

2-3.《いよいよ！》StepⅣで計画実行



⚫ 本事業を遂行するにあたり、商店街が実施している他の事業と本事業とを

明確に区分して、経理処理、事業管理等を遂行できる組織体制を有してい

ること

⚫ 本事業に応募し、計画を実行することについて、組織としての合意形成が

できていること

⚫ 同一年度内にStepⅣの審査での採択を受けていない商店街であること

⚫ 商店街の活性化を直接的に目指す取組みであること

⚫ 通常の商店街が行い得る取組みの範囲であること

⚫ 委託対象とする取組みは、空き店舗への出店誘致を目指す取組みに絞り込

んだものとし、かつ以下のような取組みでないこと

・テーマが多岐に渡り具体性に欠ける取組み

・人材育成等の中長期的なものが主となる取組み

・会議や計画づくり、調査等といった実行を伴わない取組み

⚫ 特定の事業者等に過半を一任することを前提とした取組み、もしくは、多く

の商店街に普及した既存・規定の仕組みに沿った取組みでないこと

⚫ 実施計画書の各項目について具体的に記載されていること

⚫ 取組みの実行に係る全体の費用（自己負担分も含む）は、原則として商店街

の年間の事業に使用している総額を上回らないこと

⚫ 費用には資産計上される物品等の購入が含まれていないこと

⚫ 連絡・報告など遅滞なく本事業の遂行が見込めること

（４）審査結果のご案内

申請書類について支援センターにおいて審査会等を行い、審査結果に基づき

通知をお送りします。なお、支援パートナー等決定の過程において、必要に

応じて支援センターよりご連絡を差し上げる場合があります。

(5)審査基準

応募書類に対する審査の基準は以下の通りです。

⚫ 日常的な来街者増加等の商店街の活性化に繋がる取組みであると判断でき

るか

⚫ 商店街が主体的な役割を担うことが明らかであること

⚫ 支援センターが指定する実行期間内に完了することが可能と判断できるか

⚫ 財務的な観点も踏まえ、単発で終わることなく継続させる仕組みが備わって

いると判断できるか

⚫ 費用は取組みの内容に見合っていると判断できるか

2-3.《いよいよ！》StepⅣで計画実行



3. StepⅣの委託事業について

ＳｔｅｐⅣは、支援センターが実施する審査会で採択となった実施計画書に基づいて、

業務委託契約を締結後にスタートとなります。

委託経費や経費区分、精算に係る作業などにつきましては、商店街の手引きをご参照ください。



3-1. 委託契約について

(1)契約の条件

⚫ 契約形態：業務委託契約

⚫ 契約期間：取組みの実行期間と同じ期間

※最終期限は原則として令和5年11月末まで

⚫ 契約金額：上限７９万２千円（税込）

※新型コロナウイルス感染症対策費（原則上限２万２千円、税込）を含みます

⚫ 委託費の支払い方法：原則として概算払いができます。ご相談ください。

※委託費の確定方法については、採択後にお渡しする商店街の手引き「業務

委託契約と経費処理について」を必ず参照してください。

(2)委託経費について

⚫ 実行に係る全体の費用（自己負担分も含む）は、原則として年間の事業に

使用している総額を上回らない額とします。

⚫ 予め実行に必要と支援センターが認めた範囲の経費について、７７万円

（税込）を上限に支援センターが負担します。また、必要に応じて新型コロ

ナウイルス感染症対策消耗品にかかる費用として原則２万２千円（税込）を

上限に加えることができます。

⚫ 原則として、実行に必要と認められる経費は、事業費（材料費、新型コロナ

ウイルス感染症対策費、印刷費、レンタル費、謝金、旅費・交通費、通信運搬

費、広告宣伝費、外注費、役務費）、一般管理費、消費税です。表「経費の概

要」をご確認ください。

⚫ 詳細は、採択後に配布する商店街の手引きもご参照ください。



3-2. 経費の概要

経費区分 内容

①材料費 ・店舗等の内装変更に要する材料やイベント等で使用する材料であって、本事業のみで使用されることが確認できるもの。

②新型コロナ
ウイルス感染症対策費

・新型コロナウイルス感染症拡大予防対策のために来街者等に配布・使用するための消耗品や、感染症専門家への指導料。

原則として上限は2万2千円(税込)であること。

＜例＞来街者が使用する使い捨てマスクや消毒液など

③印刷費 ・印刷に要する経費。

④レンタル費

・本事業を実行する期間において、施設や店舗等の賃借料として支払われる経費であり、本事業のみで使用されることが確認できるもの。

ただし、原則として上限は事業費の50％以内であること。

※店舗等を賃借する場合、敷金や保証金等は経費の対象となりません。

周辺家賃相場等と比較して妥当な金額であることを条件とします。

※計画・準備・成果確認・共有等のための会議や支援パートナーとの打合せ等に使用する会議室等の賃借料は経費の対象となりません。

・本事業の実行に必要な機械・器具等の賃借料および使用料として支払われる経費であり、本事業のみで使用されることが確認できるもの。
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①～⑨の合計金額が事業費になります



経費区分 内容

⑤謝金

・イベント等に出演する外部専門家等（予め実施計画書に記載され、支援センターの承認を得ていること）への謝金。

※1時間当たり20,000円/人、2時間以上1日あたり40,000円/人を上限とします。

※時間は正味の出演時間（拘束時間ではありません）を0.5時間単位（0.5時間未満切り捨て）にて計算してください。

※商店街内部での勉強会等の実施に伴う講師への謝金は認められません。

⑥旅費・交通費

・イベント等に出演する外部専門家等（予め実施計画書に記載され、支援センターの承認を得ていること）の交通費、宿泊費、日当。

・補助的業務に要するアルバイト（予め実施計画書に記載されていること）の公共交通機関の運賃。

※旅費の算定は、原則として受託者の旅費規程に準拠するものとします。

ただし、次の①～③については以下の通りとします。

※旅費規程の定めがない場合は、支援センターにお問合せ下さい。

①交通費は、原則として交通機関各社の料金体系に基づき、正規料金（往復割引等がある場合はそれに従う）とし、効率的かつ経済的な経路を

優先します。一般の指定席よりランクの高い座席（グリーン車、ビジネスクラス等）は支給の対象となりません。

②宿泊費は原則1泊につき10,500円、日当は1日につき3,500円を限度とします。

③上記①②について、支援センターが特に認める場合にはこの限りではありません。

※その他、ご不明な場合はお問い合わせ下さい。

⑦通信運搬費
・郵便料、運送料等で、本事業のみで使用されることが確認できるもの

※支援センターへの報告等は一般管理費となります。
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経費区分 内容

⑧外注費

・本事業の実行に必要な作業であって、受託者が直接実施することができない作業、または直接実施することが適当でない作業について、

他の事業者への外注に要する経費。ただし、原則として上限は事業費の50％以内であること。

※見積書、請求書、領収書が必要となります。

⑨役務費
・補助的業務に要するアルバイト（予め実施計画書に記載され、支援センターの承認を得ていること）の賃金等の経費。

ただし、事業費の10％以内であること。

★一般管理費
・本事業の実行に必要な経費のうち、本事業に要した経費として抽出・特定が困難な経費。ただし、上限は事業費の10％以内であること。

※事業費に対する一般管理費の比率は、契約時に確定し、以後変更できません。

①～⑨の合計金額が事業費になります
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経費については、次の各事項および「経費の概要」に留意してください。

⚫ 経費は、実施計画に対して適正な支出額としてください。

⚫ 経費の内訳については、実施計画に対して適切な費用試算になっているこ

とを支援センターが確認し、場合により修正を求めることがあります。

⚫ 採択後、支援センターとの契約締結の日から委託業務完了の日まで（委託

業務期間）に生じた費用のうち、支援センターが認めたものを対象経費と

します。

⚫ 委託業務完了の日を超える支払については、委託業務期間中に発生し、か

つ、当該経費の額が確定している場合には、対象経費として認められます。

ただし、事前に支援センターに相談のうえ、完了期限までに当該経費の見

積書・請求書等の証憑類を提出し、また支払完了後に領収書等を提出する

必要があります。

⚫ 会議や成果共有会等に係る費用については経費の対象とはなりません

⚫ 契約締結の日の前に生じた費用（応募書類作成および実施計画書作成等

にかかる経費の一切）並びに委託業務完了日後に生じる費用（額の確定、

報告書や経費精算書類の作成および訂正、確定検査立ち合い等にかかる

費用）は、対象経費となりません。

⚫ 他事業と明確に区別できない経費は対象となりません。

⚫ 原則として、実施計画書に記載していない費目、また費目の記載があっても、

使途が明記されていない場合については使用することができません。

⚫ 委託業務の経理については、他の事業と分離し、発生主義にてその収支を

明らかにした帳簿等を備え、かつ、すべての証憑書類を整備してください。

アルバイト等役務費の証憑としては、委託業務に従事する者の個別の業務日

報が必要となります。なお、業務日報については、昼休みや休暇時間は除外

したうえで、具体的な従事内容がわかるように記録し、本人および管理者が

押印してください。

⚫ 店舗等の改修工事にかかる費用は原則として対象経費となりません。ただ

し、内装の一部変更等については経費の対象とすることができます。

⚫ 原則として、商店街関係者を対象とする会議・勉強会・イベント等に係る謝金、

旅費、会場費等の費用については経費の対象とはなりません。

⚫ 再委託は認められません。

⚫ 資産となるものは経費の対象外とします。

3-3. 経費についての留意事項



⚫ 商店街や組合員店舗等のコピー機（事務用）を使用した印刷費は経費とし

て認められません。

⚫ 同一事業者に複数の支払がある場合、支払額の合計は原則として事業費

の50％以内であることとします。

⚫ 本事業に関して商店街およびその他の第三者が作成した著作物、成果物

の知的財産権については、支援センターが権利を持つものとします。ただ

し、商店街が作成した著作物、成果物に法令違反等があった場合、商店街

がその責を負うものとします。

⚫ 事業終了後に支援センター、経済産業省・中小企業庁等が必要に応じて実

施する実地調査やフォローアップ調査、会計検査等に係る協力や収益納付

に関する書類を提出していただくことがあります。また、事業実施期間中

および事業終了後に、支援センター事業PR等のために取材に協力し、資料

を提供していただくことがあります。

3-3. 経費についての留意事項



まずはお気軽にお問い合わせください

お問合せやご案内はZOOMでも承ります

≪提出先および問い合わせ先≫

株式会社全国商店街支援センター 空き店舗総合支援パッケージ事業

Eメール akitenpo@syoutengai-shien.com

郵 送 〒104-0043 東京都中央区湊1-6-11 ACN八丁堀ビル4階

電 話 03-6228-3061 FAX 03-6228-3062

公募要領等は、下記ホームページからダウンロードすることができます。

https://www.syoutengai-shien.com/support/akitenpo/

https://www.syoutengai-shien.com/support/akitenpo/
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